
暇、休職制度や柔軟な働き方を可能とする制度を
整備しています。看護・介護休暇は1年間に5日ま
で、時間単位で取得可能です。また、家族の看護や
介護の事由が発生した際に利用できる特別休暇と
して、看護・介護特別休暇を年間最大40日まで、1
日、半日、時間単位での取得が可能です。看護・介
護休職は最長1年間、3回までの分割取得が可能で
す。短時間・時差勤務（1日当たり2時間までの所定
就業時間の短縮、もしくは所定就業時間の開始・
終了時刻の変更が可能）及びフレキシブル勤務
（週3日の勤務もしくは週5日の半日勤務が可能）は
あわせて最長3年間、最大2回までの分割取得が可
能です。さらに、看護・介護上の理由で上司の承認
のもと、在宅勤務を認めているほか、全従業員が
利用できる制度として、フレックスタイム制（コアタ
イムはなし）、時間単位休暇（年間5日分を上限に
年次有給休暇を時間単位で取得可能）を導入して
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「心理的負担」への対応として、「介護ハンドブッ
ク」の作成、ニュースレターによる情報発信、階層
別の研修や社内介護セミナーの開催などによる組
織風土啓発のほか、従業員からの相談に適切に対
応できるよう、各事業場の人事担当者向けのマ
ニュアルも作成・共有しています。
　さらに、「経済的負担」への対応として、共済会か
ら介護費用の金銭的支援（見舞金・各種補助金
等）、介護支援団体との提携、社外介護セミナーへ
の参加費補助等を行っています。

　
　介護はすべての従業員に起こりうる問題です
が、まだ起こっていない事象を意識することは難し
いため、備えの意識を醸成するための取組として、
啓発活動を継続的に行っています。
　介護セミナーは2010年から2018年の間に計33

回開催し、延べ2,500人が受講しています。全国の
事業場で、各事業場の地域性や年齢構成も踏まえ
て企画を検討し、外部講師を招いて開催していま
す。
　また、介護は誰にも起こりえるということを共通認
識とし、介護を隠さなくてよい「お互い様」の職場風
土の醸成に努めることとあわせ、ハラスメント防止
対策の一環として「ケアハラ」防止についても注意

いる従業員を対象とした実態調査を行いました。
具体的には、当社の共済会における介護見舞金を
申請した従業員を対象に、アンケートとヒアリング
を行いました。その実態調査から多くの気付きを得
ることができましたが、何より第一に、介護は育児
と比較して介護対象者の状況が非常に多様であ
り、一律の支援制度で対応することは難しいこと
がわかりました。また、介護の期間は8割以上が1

年以上かかることや介護の負担には時間的、心理
的、経済的なものがあり、中でも心理的な負担が
最も多く、重いこと等がわかりました。これらの調
査結果を踏まえて、当社としてどのように支援をし
ていくのか、検討を重ねていきました。　　　　　

　

　介護支援の方針として、介護をする当事者が主
体的に対応すること（自助努力）を基本としていま
す。しかしながら、介護の負担は重く、仕事との両
立に支障をきたすことがあるため、従業員が仕事
と介護を両立し、業務において能力を発揮できる
よう、会社は必要な支援を行うとともに、周囲が介
護責任を負う従業員の事情を理解し、「お互い様
意識」を持って支援できるよう、環境整備に努めて
います。
　介護における「時間的負担」への対応として、休

　

　当社グループの企業理念（花王ウェイ）におい
て、行動原則の一つに「個の尊重とチームワーク」
を掲げています。具体的には、「ダイバーシティ（多
様性）から生まれる活力が事業の発展を支えると
の認識に立ち、文化、国籍、信条、人種、性別などの
多様性を尊重する」ということです。これを拠り所
として、個の力を最大限に活かし、企業の総合力を
高めていくことを目指しています。個の力を最大限
に活かすうえで、能力、意欲以外の阻害要因があ
ればできるだけ取り除くことで、多様な従業員の意
向を受け止めながら、お互い様という意識を醸成
し、個人の活躍と会社の成長をともに実現したいと
考えています。介護についても多様性の一つととら
え、両立支援の取組を進めています。
　当社では、1990年代には女性の活躍推進の取
組の中で仕事と育児・介護の両立支援制度を整備
しており、当時から介護休業は1年間取得可能でし
た。介護を担う従業員の割合を推計した結果、
2008年の時点で8％超、10年後には2倍の17％近
くになり、6人に1人の割合となる予測となりまし
た。また、介護については潜在的な不安感が強い
一方で、仕事と介護の両立に関する実態が見えに
くいこともあり、2009年に実際に介護に携わって

従業員の多様性を尊重し、個の力を最大限に
活かすために必要な施策を検討

取組のきっかけ・経緯

介護をする当事者の「時間的負担」「心理的負
担」「経済的負担」に対して支援

具体的な取組の内容

介護に関する従業員の不安は大幅に減少

取組による効果等

制度を利用しやすい社内環境づくりへ、取組に
終わりはない

今後の課題・展望

従業員の仕事と介護の両立におけ
る実態を把握・分析したうえで必要
な支援を行っています

●仕事と介護を両立する従業員へのアンケートとヒアリングの実施により、介護の実
態を的確に把握、分析したうえで必要な施策を検討。

●介護を行う従業員の「時間的負担」「心理的負担」「経済的負担」に応じた取組を実
施。

●介護は誰にでも起こり得ることを共通認識とし、介護を隠さなくてよい職場風土の
醸成に注力。

花王株式会社（製造業）掲載年度2019年度
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1940年
東京都中央区
製造業（コンシューマープロダクツ
事業製品、ケミカル事業製品の製
造、販売等）
7,655名（うち女性1,824名）

設 立
本社所在地
事 業内容

従 業員数

企業プロフィール 特徴的な制度・取組など

人材開発部門
D&I推進部長

座間 美都子さん
（データは取材時点：2019年9月）

介護は誰にでも起こり得ることを共通認識に

取組を進める上での工夫や配慮等

喚起しています。　　　　　　　　　　　　　　
　今後も上記の取組を継続しつつ、介護保険制度
の対象となる40歳以上の従業員への情報発信を
実施し、従業員への情報伝達を強化していく予定
です。

　介護を理由とする離職者はゼロではないです
が、介護を担う従業員が増加している一方で、離職
者は増加していないことから、取組は一定の効果
が出ていると感じています。また、従業員から、介
護支援強化の要望はほとんど寄せられていないこ
とから、取組を進めてきたことが従業員の安心に
つながっているのではないかと考えています。介護
セミナー後のアンケートでも、制度のおかげで継
続就業し、仕事と介護の両立ができているという
感想が寄せられています。

　両立支援制度については、拡充を図ってきたた
め、現状の制度である程度のニーズは満たしてい
ると考えていますが、今後も必要に応じて、適宜見
直しを行っていきたいと考えています。しかし、む
しろ現状の制度を知り、利用しやすい環境づくり
が重要であると考えています。働き方の見直しの観
点から、自分がいなくても他の者に任せられるよう
な「仕事の見える化」や「働く時間と場所の柔軟性
の向上」等の工夫をしていくことも大切だと思いま
す。取組を進めれば進めるほど、継続して取り組む
ことの必要性を強く感じています。


